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本県職員の処分について 

 

 県は、本県職員の処分を、令和６年１１月２２日付けで下記のとおり行いました。 

 

記 

 

偽造有価証券行使等事案  

 

   ・被 処 分 者 

  

 

現所属 職級 年齢・性別 処分の内容 

砂防課 課長級 ５０歳・男性 停職 ４月 

 

   ・根    拠  地方公務員法第２９条第１項第１号及び第３号 

 

   ・処 分 事 由  令和５年６月から７月にかけて、県庁舎２階の食堂で販売されている食券
を自宅のコピー機を用いて偽造し、当該食堂において、真正な食券と偽り数
回使用した。 

           また、令和６年２月にも同様の方法で食券を偽造し、同月５日、当該食堂
において１回使用した。 


